
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

.

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数については、令和４年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間
　　　　　勤務）及び会計年度任用職員を含まない。
      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度
　　　　　任用職員の給与費は含まれていない。

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、
　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の
　　俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を
　　　　 加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正した
　　　　 ラスパイレス指数。
　　　　 （補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）
　　　　 により算出。）
　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のため、３年間

（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

　　　　②地域手当の見直し

（支給割合）令和５年度は国基準１６％に対し、本市においては１１．９％を支給。

（実施時期）平成２７年４月１日から実施。人件費適正化の観点から、毎年度支給割合を見直している。

（参考）

　　　　③その他の見直し内容

国基準による支給割合

袖ケ浦市の支給割合

令和5年度の
支給割合

16%

11.9%

令和3年度の
支給割合

16%

11.9%

16%

令和2年度の
支給割合

11.9%

16%国基準による支給割合

袖ケ浦市の支給割合 10% 10.8%

16%

遡及改定後

令和元年度の
支給割合

16%

平成28年度
の

支給割合

14.7%

16%

14%

千円

6,066

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）
５５歳以上の昇給停止を実施。（令和５年４月１日実施）

574 1,936,173 666,804 880,407 3,483,384

11.9%

４年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等
に取り組むとされている。

平成27年度の支給割合

11.9%

遡及改定後

14.9%

4月1日時点

15% 16%13%

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

65,659 30,023,201 1,116,082 5,563,990 18.5 17.8

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ ３年度の人件費率

４年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

袖ケ浦市の給与・定員管理等について

区　分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

　　　　　（令和５年１月１日）

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ
区　分

職員数

令和4年度の
支給割合

16%

11.9%

千円

6,069

（参考）一人当たり

給与費 B/A

4月1日時点

平成29年度の支給割合
平成30年度の

支給割合
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②教育職（幼稚園）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　　③消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　④税務職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　⑤福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　⑥看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平
　　　　均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース

　　　　（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

（2) 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円

円 円 円高　校　卒

232,200

―　

245,525

大　学　卒

高　校　卒

経験年数２０年 経験年数25年

一般行政職
265,217

千　葉　県 国

大　学　卒 191,700 191,700

大　学　卒

経験年数１０年

―  

大　学　卒 198,500

高　校　卒 169,800 ―  

区　　　　分

158,900 158,900 154,600

402,267

358,100

―　

経験年数30年

405,826

310,300

365,500

352,167

325,500 ―　

394,713

―　

385,186
消　防　職

―  ―  

185,200

区　　　　　分 袖　ケ　浦　市

一般行政職
高　校　卒

消　防　職

類似団体 40.8 303,665 378,605 333,525

39.0 303,624 387,148 352,270

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

―

337,885 387,943

類似団体 38.8 284,996 333,186 315,891

―

袖ケ浦市 36.3 279,252 359,840 328,806

国 44.2

360,574国 47.8 321,176

袖ケ浦市

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

国 42.0 352,263 428,330

類似団体 37.1 279,790 377,893 315,721

―

袖ケ浦市 34.9 275,600 377,683 323,760

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

類似団体 38.3 299,587 385,437 343,212

（国ベース）

袖ケ浦市 34.8 281,355 412,268 340,355

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

千葉県 39.9 344,774 411,753

類似団体 41.7 312,527 364,544

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

袖ケ浦市 38.2 296,100 388,494

41.6 310,260 401,078 356,435

国 42.4 ―

39.5 310,446 403,173

404,015

371,638

千葉県 40.0 303,122

類似団体

405,893 355,779

322,487

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

袖ケ浦市
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

（注）１　袖ケ浦市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

247,600 円
38 10.6%

292,100 円
34 9.5%

１　　級 主事、技師
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

150,100 円

351,200 円
83 23.2%

２　　級 主任主事、主任技師
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

198,500 円

382,600 円
75 21.0%

３　　級 副主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

234,400 円

399,600 円
37 10.3%

４　　級 主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

266,000 円

５　　級 班長、副主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

290,700 円

447,500 円
55 15.4%

６　　級 副課長、主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

319,200 円

７　　級 次長、参事、課長、副参事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

362,900 円

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号給の
給料月額

476,700

414,600 円
27 7.5%

円
9 2.5%

最高号給の
給料月額

８　　級 部長、参与
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

408,100 円
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（2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日現在）

（3) 昇給への人事評価の活用状況（袖ケ浦市）
　

令和５年度中における運用

イ．　人事評価を活用している

　　　　活用している昇給区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

管理職員 一般職員

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

令和7年度以降

ロ．　人事評価を活用していない

　　　　活用予定時期

〇 〇

令和7年度以降
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（４年度支給割合） （４年度支給割合） （４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算 　5～10％ 　・役職加算  5～20％ 　・役職加算  5～20％

　・管理職加算 なし 　・管理職加算 15～25％ 　・管理職加算 10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

〇勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（袖ケ浦市）

（2) 退職手当（令和５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（２％～２０％加算） （２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（令和５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

袖ケ浦市 11.9 658 16

3,396 23,430

支給実績（４年度決算） 290,712

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 442

47.709 47.709 47.709 47.709

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

袖　ケ　浦　市 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

1.35 0.95 1.35 0.95 1.35 0.95

袖　ケ　浦　市 千　葉　県 国

管理職員 一般職員

１人当たり平均支給額（４年度） １人当たり平均支給額（４年度）
―

1,480 1,685

2.40 2.00 2.40 2.00 2.40 2.00

令和５年度中における運用

ロ．　人事評価を活用していない

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

上位、標準の成績率 〇

イ．　人事評価を活用している 〇 〇

　　　　活用している成績率
支給可能な

成績率

標準、下位の成績率

　　　　活用予定時期

上位、標準、下位の成績率 〇 〇 〇

標準の成績率のみ（一律）
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 (4) 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

　円

　％

心身障害者（児）取扱
業務手当

老人保護取扱業務手当

社会福祉業務手当

行旅病人取扱手当

行旅死亡人取扱手当

社会福祉業務に従事する
職員

行旅病人及び行旅死亡人
の取扱業務に従事する職
員

現業を行う職員以外

現業を行う職員以外

消火及び救助活動手当

救急出
勤手当

救急救命士

上記以外のも
の

災害応急作業手当

高所深所検査・調査手
当

災害時の応急作業に従事
した職員

高所深所で従事した職員

消火又は救助活動に従事
した職員

消防職員

普通機関勤務手当

潜水作業手当

高所作業手当

大型機関勤務手当

消防職員

消防職員

消防職員

消防職員

結核作業手当

精神障害者作業手当

使用料等徴収事務手当

感染症作業手当

市税等徴収事務手当

保険料徴収事務手当

市税等の徴収に従事する
職員

保険料の徴収事務に従事
した職員

使用料等の徴収事務に従
事した職員

使用料等の徴収事務に従
事した職員

消防職員

結核に感染する事務に従
事した職員

精神障害者に関する事務
に従事した職員

清掃作業手当

毒物取扱手当

劇物取扱手当

犬取扱作業手当

下水道処理等作業手当

犬を取扱う作業に従事し
た職員

下水道処理等に従事した
職員

清掃作業に従事した職員

毒物・劇物を使用し事務
に従事したとき

手当の名称

滞納差押手当

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 53,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（４年度） 20.9

手当の種類（手当数） 26

支給実績（４年度決算） 7,586

主な支給対象職員

滞納差押事務に従事する
職員

感染症作業手当の特例

直接被保険者を訪問して介
護保険の保険料の徴収事
務に従事したとき

直接納入義務者を訪問して
使用料等の滞納にかかる
徴収事務に従事したとき

感染症の補助等あるいは
家畜伝染病に汚染した疑
いのある物件、場所等の消
毒その他の処理作業に従
事したとき

直接納税義務者を訪問して
徴収事務に従事したとき

市税等の差押のため、滞納
者の財産の差押を行ったと
き

主な支給対象業務
左記職員に対する
支給単価

日額　　５００　円

日額　　２００　円

日額　　２００　円

日額　　２００　円

日額　　５００　円

日額　 1,000　円
（新型コロナウイルス
感染症患者等の身体
に接触して行う作業に
長時間にわたり従事し
た場合にあっては、
1,500円）

日額　　４００　円

日額　　４００　円

日額　　４００　円

日額　　４００　円

新型コロナウイルス感染症
患者等に接して行う作業又
はこれに準ずる作業であっ
て、規則で定めるものに従
事したとき

結核の検診、結核に汚染し
たものや結核患者に直接
する事務に従事したとき

精神障害者の鑑定・立会又
は護送に従事したとき

狂犬病の予防注射・犬の捕
獲などの作業に従事したと
き

下水の清掃又は汚水漏れ
処理等不快な作業に従事
したとき

日額　　５００　円

日額　　５００　円

日額　　５００　円

日額　　２００　円

１回　　 ３００　円

１回　　 ５１０　円

１回　　 ２００　円

日額　　２００　円

日額　　２００　円

日額　　１５０　円

１時間　２５０　円

日額　　２００　円

１件　 １，０００　円

１件　 ５，０００　円

１件　　２００　円

１件　　２００　円

支給実績
（令和４年度決算）

68千円

3千円

0円

2千円

0円

0円

0円

汚物の収集及び運搬、道
路等に放置された動物の死
骸の処理に従事したとき

毒物及び劇物取締法に規
定するものを使用して検査・
化学分析・試験・加工・病虫
害防除等の作業に従事し
たとき

災害時の応急処置作業及
び救出作業に従事したとき

地上１０メートル以上又は地
下５メートル以上などで作業
に従事したとき

火災又は救助活動のため
に出勤し、消火又は救助活
動に従事したとき

救急業務のために出勤し、
傷病者の搬送に従事したと
き

梯子付消防ポンプ自動車
等により１０メートル以上の
高所で救急活動等に従事
したとき

大型の運転免許を必要とす
る消防自動車等の運転など
に従事したとき

大型の運転免許を必要とし
ない消防自動車等の運転
などに従事したとき

潜水器具を着用して潜水作
業又は潜水訓練に従事し
たとき

生活保護世帯の調査、指
導又は相談、身体・知的障
害者の指導に従事したとき

行旅病人及び行旅死亡人
の救護又は取扱業務に従
事したとき

身体障害者福祉施設の入
所等の措置業務に従事し
たとき

養護老人ホーム又は特別
養護老人ホームの入所等
の措置業務に従事したとき

2,450千円

0円

0円

5千円

0円

2千円

0円

0円

0円

797千円

2,580千円

338千円

715千円

502千円

8千円

6千円

110千円
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（令和５年４月１日現在）

と異なる内容

円

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分 ＊１０％の役職加算有（20％から10％の減額措置有）

月分 ＊１０％の役職加算有

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

在職１月当たり、給料月額の100分の35 千円 任期満了時

在職１月当たり、給料月額の100分の25 千円 任期満了時

(注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
         勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

14,280

副 市 長 8,880

議 員

退
職
手
当

市 長

期
末
手
当

市 長 　　（４年度支給割合）

副 市 長 4.40

議 長 　　（４年度支給割合）

副 議 長 4.40

副 議 長 420,000 653,000 294,000

議 員 400,000 591,000 266,000

593,400

副 市 長 740,000 885,000 547,600

報

酬

議 長 460,000 737,000 372,000

5,401

区 分 給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 850,000 1,061,000

宿日直手当 勤務１回につき、4,400円 同じ 1,021 千円

175,285

夜間勤務手当 同じ 9,048 千円 89,579

休日勤務手当 同じ 38,165 千円

84,617

管理職手当

部長級　98,000円
次長級　83,000円
課長級　74,500円
副参事　59,500円

異なる
130,300円～
　46,300円

81,429 千円 894,824

通勤手当

○電車・バスを利用する
　場合　　　全額支給
○乗用車などを使用する
　場合
　使用距離に応じて2,000
　円～25,710円を支給

異なる

○電車・バ
スを利用す
る場合
 55,000円ま
 では全額支
 給
○乗用車な
どを使用す
る場合
 使用距離に
 応じて
 2,000円～
 31,600円
 を支給

47,555 千円

242,221

住居手当

○借家（家賃16,000円を
　超える場合に限る。）
 家賃の額に応じて28,000
円を限度に支給

同じ 36,584 千円 279,269

扶養手当

○子　 　10,000円
○子以外の扶養親族
　　　　　6,500円
　16歳から22歳までの子
　　　 1人5,000円加算

同じ 61,524 千円

（４年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 との異同

国の制度

（４年度決算） 平均支給年額

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 227

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現
在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時
間勤務職員を含む。

国の制度 支給実績 支給職員１人当たり

支給実績（４年度決算） 131,316

職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 244

支給実績（３年度決算） 119,740

7



６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在　　単位：人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

624 △ 8 (△ 1.3%)

(2.1%)

50 △ 20 (△ 40.0%)

574 12

総合計 632 617 611 614 621

公営企業等会計計 70 52 53 52 51

普通会計計 562 565 558 562 570

85 △ 4 (△ 4.7%)

120 △ 4 (△ 3.3%)消　防 124 122 117 117 118

教　育 89 88 86 85 85

の増減数（率）

一般行政 349 355 355 360 367 369 20 (   5.4%)

624

（単位：人・％）

　　　　　　　　　　年　　度
  部　門

３０年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年
過去５年間

61 47 68 60 26 311 45 71 75 90 67

人 人 人 人 人 人

以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

区　分

～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

合　　計 621 624 3
＜参考＞

[728］ [728］ [０］ 95.0

小　計 51 50 △ 1

欠員補充できなかったことによる減

　公会
　営計
　企部
　業門
　等

下水道 13 13 0
その他 38 37 △ 1

小　計 570 574 4
＜参考＞

87.42

65.15

教育部門 85 85 0
消防部門 118 120 2 職員数平準化対応による増

107 0

総 務 112 108 △ 4 計画対応の終了による減

計 367 369 2
＜参考＞

56.20

51.55

商 工 6 10 4 県政150 周年事業 の対応による増

土 木 48 50 2 開発行為の権限移譲の準備対応による増

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議 会 6 6 0

税 務 31 31 0

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
令和４年 令和５年

衛 生 40 40 0
農 林 水 産 17 17 0

民 生 107
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